
従来は国交省が他の監査項目と合わせて車両数も
チェックしてきたが、車両数自体では命令発動の明確
な基準を設けていなかった。「物流2024年問題」を考
慮し、対応を厳格化することで事業者の法令順守をよ
り徹底。
新基準はまた、命令を出した後の流れについても設定。
トラック運送事業者は命令を受けてから原則3カ月以
内に改善報告を提出するとともに、その内容に沿って
事業計画を変更するよう定めた。
期日までに改善報告を出さなかった場合などは命令違
反と認定し、行政処分や事業許可取り消しになる。
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自動点呼、増えてます！
～点呼の確実性が決め手、間違いない安心感～

秋田県貨物自動車運送適正化事業実施機関

１回あたり３時間以上
２分割の場合は合計１０時間以上(例：１回目３時間 ２回目８時間など)
３分割の場合は合計１２時間以上(例：１回目３時間 ２回目４時間 ３
回目６時間など)
分割休息の日は１ヶ月２分の１が限度

運行管理者等が立ち会いなしに実施する自動点呼。
もちろん事前に点呼予定の入力したり確認作業は必要ですが、時間に余裕が生ま
れます！
たかが、数分でも積みあがると大きくなります。労働時間をコントロールする役
割を担い、安全の確実性も高めてくれる優秀なヤツです。

実際の勤務回数※が

【関連資料】
・最新パンフレット(https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/001970917.pdf)
・（FAQ）よくある質問と回答(https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/001914318.pdf)

移動元営業所
選任運転者１０名
登録車両数１０両

Ａ営業所
選任運転者５名
登録車両数５両

ページ下までスクロールして、遠隔点呼、自動点呼の実施に関する情報を確認

●やむを得ずは原則駐車出来ない場合です。事故など道路状況が予測できな
●いケースもあるかもしれませんが、運行計画は連続運転の基本ルールを遵
●守出来るよう作成して下さい。
●延長できるのは一の連続運転につき１回限りです。

命令発出１回目！

命令発出２回目！

許 可取 消

国土交通省が定める要件を満たし、

認定を受けた機器を使用する必要があります！

https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk2_000082.html

自動点呼対応機器ならなんでもいいの？

ダ
メ
で
す
！

遠隔点呼の要件も
満たす機器・システムが必要です！

実施場所は営業所・車庫以外もいける？

要
確
認
で
す
！

３．認定を受けた自動点呼機器一覧
→ 表の右端「点呼の被実施場所」を必ず確認！
→“事業用自動車内、待合所、宿泊施設その他これらに類する場所含む”と記載されているものを選ぶ

https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk2_000082.html
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